
ぽ0法人ホームケアエクスパーッ協会

役員報酬規定

(目 的)

第1条

この規定は、特定非営利活動法人ホームケアエクスパーッ協会の定款第19条に

基づき、役員報酬について、基本事項を定める。

(報酬 )

第2条

役員には、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を支給することができる。

(1)朝酬の額は月額とし、理事長がこれを定めることができる。
(2)役員に就任した月から報酬を支給することができる。
(3)役員が退任、又は死亡した場合には、その月分の報酬を支給することが
できる。

(報酬の支給日)

第3条

役員の報酬の支給日は、毎月15日 とする。

(報酬の支払い)

第4条

役員の報酬は、その金額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし、法令

又は規定に基づき役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員に

支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

(費用弁償)

第5条

役員が業務執行のために要した旅費・滞在費・交通費.その他要した費用は

請求の都度実費弁償するものとする。

附則
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特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

就業規則

第 1章 総 則
目・ 的

第 1条

この就業規則 (以下、規則という)は、特定非営利活動法人ホームケアエクスパー

ツ協会 (以下、NPO法人という)の職員の労働条件、服務規律、その他の就業に
関する事項を定めたものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるとこ
ろによる。

適用範囲

第 2条

この規則は、第 2章で定める手続きにより採用された職員に適用する。ただし、ア

ルバイ ト及び嘱託職員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによ

る。

規則の遵守

第 3条

NPO法人及び職員は、ともにこの規則を守り、相協力して NPO法人の事業の発展
に努めなければならない。

2 職員は、就業規則並びに諸規定に定められたことについて知らないことを理由
として、職務上の責任を逃れることはできない。

第 2章 採用及び異動等

採用手続き

第 4条

NPO法人は、就職希望者のうちから選考して、職員を採用する。
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ては無綸とする。

2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期間休
暇を与える。なお、当該時間については無給とする。

慶弔休暇

第 35条

職員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。なお

当該休暇については有給として扱う。

本 人が結婚したとき                5日
妻が出産したとき                 3日
配偶者、子又は父母が死亡したとき         5日
兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が   3日
死亡 したとき

裁判員等のための休暇

第 36条

従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合

には、次のとおり休暇を与える。

裁判員又は補充裁判員となった場合        必要な日数

裁判員候補者となった場合            必要な日数

第 6章 賃 金

賃金の構成

第 37条

賃金の構 Flえ 1す  夕(の とお ti,と する.
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(§ 1汁代労働割j'曽賃金

基本総

第 3S茶

基本給は、 本′、の1伐務内容、1垂験、1支能、勤ヽ成績、年歯1ゝ等を考慮して各 ヽごとに
決定する。

2 週 40時間未満労働する職員の基本給は、時間給または 1件 当たり、ノ`報酬で支
給する。

3 年俸制を適用する職員の給与に関する事項は別に定める。

通勤手当

第 39条

通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

役付手当

第 40条

役付手当は、NPO法 人が任命した役職に就くものを対象に、NPO法 人が必要と認
めたものに対して月額で支給するものとし、職員並びに役職ごとの支給額は個別労

働契約において定める。

待機 。緊急時訪間手当

第 41条

平日、休日における待機手当は、 1日 あたりの報酬で、および 勤務時間外で、一

旦業務から離れた後必要があって緊急時訪問看護等に従事するとき、手当を考働契

約に基づイ 1件 当た りの報酬で支給する .´

特別手当

第■2条

1寺別手当|」 1:P● ι ′が記めた事由等が発生した場 F l]Pi}rl'か′L.要 と認めた
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割増賃金 ,緊急時訪問手当の算定

第 44茶

訪間看護業務を含む労働割増賃金は、次の算式により計算して支給する.、

([)時間外労働割増賃金 (所定労働時間を超えて労働させた場合)

基本給+諸手当 (通勤手当を除く) ｀、1.25ヽ 時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間数

② 休日労働割増賃金 (所定の体日に労働させた場合)

基本給十諸手当 (通勤手当を除く)
1ヽ.35× 休日労働時間数

1か 月平均所定労働時間数

③  深夜労働割増賃金
(午後 10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

基本給十諸手当 (通勤手当を除く) く025ヽ 深夜労働時間数

1か 月平均所定労働時間数

2 前項の 1か 月平均所定労働時間数は、本規則 20条並びに 23条に基づき 168
時間とする。

3 勤務時間外で、一旦業務から離れた後必要があって緊急時訪間看護業務に従事
するとき、労働契約に基づ (1件当たりの賃金で支給することがある。これが休日

や深夜である場合、前項の割増規定を適用する。

休暇等の賃金

第 ■5条

年:4有給体HP r乃 朝FFヨ |す .所定労働時間労働したとき !こ支払わコろ通庁:1ア 1賃 fを支結
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第 46茶
う(勤、遅刻、早退 ,丈び私用々ヽ |」1の時間については、 1時間当た 1)の賃金頴に欠勤、
11早刻、早退及び私剛外出の合計時間数を乗ビた籠 ■■し引くものとする。

賃金の計算期間及び支払日

第 47条

賃金は次のとおり支給する。

○常勤従業員

基本給、役付手当、通勤手当 … 毎月月末に締切り、当月 15日 に支払う
上記以外の手当 … 毎月月末に締切り、次月 15日 に支払う
C)非常勤従業員

二月月末に締切り、次月 15日 に支払う

ただし、常勤従業員及び非常勤従業員ともに支払日が休日に当たるときは、休日前

の最後の勤務日に繰りあげて支払う。

2 計算期間の中途で採用された場合、退職した場合、又は異動した場合の賃金は、
当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

賃金の支払いと控除

第 48条

賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、

賃金から控除するものとする。
r[)源泉所得税

f2)住民税
i3)健康保険 (↑護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分

`1'雇用保険の保険料の被保険者負担分
・5,職員代表との書面|[よる脇定により賃をから控除することとした Jヽ´ |

下正受給の返還

弔494
このI研 ll走 ,う こ′杯を 1~||ll受絶 |_た 場

「
ilす  ,■||,そ .′ッ・【ヨニたたちllこ i撃 させ

程度ILIだ しデ;lt業 喘||!|に定
`,る
セ,,V処 ちI「 r′ )_

ｒ

ヽ

一“

´

Ｆ̈

一

・庁庁一

しヽ
●
=
〓
』 下 一̈静

■

場 亀1丘雇



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人ホームケアエクスパーッ協会 事 業 年 度 令和 6年 4月 1日 ～令和 7年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

該当事項なし

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費

受取寄付金

受取助成金

事業収益

その他の収益

136,000円

4,369,000円

580,000円

96,171,569円

16,405円

甲

円

円

円

¨
円

円

円

円

〈
ロ 計 100,272,974円

」上
1卜:

■
/ヽ 先 金    額

短期借入金

長期借入金/みずほ銀行

長期借入金/日 本政策金融公庫

1,000,000円

1,652,000円

24,368,000円

円

円

〈
ロ 計 27,020,000円

(3)そ の他

円



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等取引先の氏名等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年

円該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

67,165,653円 介護・後期高齢 医療保険

14,911,656円 社会保険診療報酬

1,051,000円 寄付金

1,008,000円 寄付金

580,000円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,690,112円 厚生年金保険会社負担分

給与支給

給与支給

給与支給

給与支給



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の氏 名 等
法人との

関  係
貸付 資産 の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当事項なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の氏 名 等
法人との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

税理士業務

令和 6年
4月 1日

令和 7年
3月 31
日

132,000円 顧問契約書

音楽療法指導 同上 426,512円 指導契約

ヨガ指導料 同上 56,155円 個別契約(請求)

個別の記載にか

えて、料金表を

添付します。

円

円

円

円

円

円



10割 1割 2割 3割

訪問看饉管理療養費
月1回 目の訪間 7,440 740 1,490 2,230

月2回 日以降 3′∞ 0 3(Ю 600 900

訪問看饉基本療養費 I
週3日 目まで 5,550 555 1,110 1,665

週4日 日以降 6,550 655 1,310 1,965

訪間看護基本療養費 E
(同一建物居者)

同一日に2人
週3日 目まで 5,550 555 1,110 1,665

週4日 日以降 6,550 655 1,310 1,965

同一日に3人以上
週3日 目まで 2,780 278 556 834

週4日 日以降 3,280 328 656 984

訪問看饉基本療養費 Ⅲ 一時的な外泊(要件あり) 8,500 850 1,700 2,550

2020.07.01改 定

´
′Ｚ
′
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訪間看饉料金表(医療保険)

基本料金

加算

その他の利用料

肪間当日のキャンセルは利用料の半額をいただきます
`緊
急入院等の場合はいただきません,

り′ヽビリテーションについて

り八ビリテーシヨンを中心とした十一ビスの場合、看餞師が定期的に訪問し,ご利用者様の状態を適切に 評価いたし

10割 1割 2割 3割

難病等複数回訪問加算
1日 2回の場合 4,500 450 900 1,350

1日 3回の場合 8,000 800 1,600 2,400

特別管理加算 (重要度高 ) 気管カニューレ、日置カテーテル等 5,000 500 1,000 1,500

特別管理加算 在宅酸素、人工肛門簿 2,5()() 250 500 750

24時間対応体制加算 ご利用者様のご希望により契約 6,400 640 1,280 1,920

長時間防問看饉加算 厚生労働大臣が定める者 1回/週 5,2(〕0 520 1,040 1,S60

退院時共同指導加算
3000 800 1,600 2,400

ffitdtBfit, f (fltrBr: 116+) 2,0(〕0 200 4∞ ∝)0

退院支援加算 6,CЮ0 600 1,2(X〕 1,800

在宅患者連携指導加算 3,000 300 600 900

在宅患者緊急等カンファレンス加算 2,000 200 4)0 600

緊急訪間看護加算 2,650 265 530 795

夜間・早朝加算 18時～22時、翌6時～3時 2,1(Ю 210 420 630

深夜加算 22時～翌6時 4,200 420 840 1,260

…情熱姿働_固看朦:旭年_……_

(別に厚生労働大臣が定める場合)

看饉師+看霞師等 4,500 450 900 1,350

看饉師十看置補助者と同行 3,000 3CX〕 600 900

看饉師+看饉補助者と同行 1回 /日 3,∞0 3(HD 瞑Ю 900

2回ノ日 6,000 600 1,200 1,800

3回 /日 以上 10,αЭ0 1,αЮ 2,000 3,OЮЮ

訪問看饉情報提供療養費 1 区への情報提供 1,500 150 300 450

訪間看腰情報提供療養費 2 義務教育学校への情報提供 1′ 500 150 300 450

訪問看護情報提供療養費 3 保険医療機関への情報提供 1,500 150 300 450

ターミナルケア療養費 1 25,000 2,5〔Ю 5,(XЮ 7,500

ターミナルケア療姜費 2 10,000 1,000 2,000 3,000

看護・介護職員連携強化加算 2,500 250 500 750

自費 訪間看護時間が90分を超えた場合 30分毎 4,000円

キヤンセル料

交通費 緊急時、早朝・深夜に
"シ

ーを利用させていただくことがありま 実費

永眠時のご処置 1s,000FI



単位
10●
負担目安(円 )

1●

彙担目安く円)
211
■担目安(円

'

3●
■担目安tn〉

基本

看護師

訪看 11 20分未満 313 3,568 357 714 1,071

訪看 12 30分未満 470 5,358 536 1,072 1,608

訪看 13 30分～6(分未満 821 9,359 936 1,872 2,808

訪看 14 ∞分～90分未満 1′ 125 12,825 1.283 2,565 3,848

理学療法士等

訪看 IS 20分 1回 293 3,340 334 668 1,002

訪看 15 20分 2回 586 6′ 680 668 1,336 2,004

訪看 152超 20分 3回 789 8,994 900 1,799 2′ 699

訪看 IS 2超 20分 4回 1.052 11.992 1′ 2(Ю 2,399 3′598

訪問看饉料金表 (介護保険)

地城区分・la地、■単位の単●■■.4円

理学療法士年の場合 :1日 i●口以上の場合は
"′

1∞て
=定

理学●患士●の場合 :1口 13日以上の場合|き
"′

,∞で算定 1年以上の■勘利用については6単位の澪顧

2021.4.1改定

鮨間看饉料金一覧表

介■予防肪固看口料金一覧表

加算

口増料金

その他の利用料

自費

キャンセル料

交通費

永眠時のご処置

・ り/ヽビリテーンヨンを中心としたサービスの場合は看饉師が定期的に訪間し.ご利用者様の状態を適切に評価いたします。

単 位
1嗜
負担目安(円 ,

1●
彙担目安〈円)

相
彙菫目安(n,

鋼
■■日■(円 )

r
看腱師

予防肪看 11 20分未満 302 3,442 345 689 1,033

予防肪看 12 30分未満 450 5,130 513 1,026 1,539

予防肪看 13 30分～60分未満 792 9,028 903 1,806 2,709

予防肪看 14 ∞分～90分未満 1,087 12,391 1,240 2,479 3,718

理学療法士等

予防肪看 15 20分 1回 283 3,226 323 646 968

予防防看 15 20分 2回 566 6′452 646 1,291 1,936

予防訪看 IS 2超 20分 3回 423 4,822 483 965 1,44フ

予防訪看 152紹 20分 4回 564 Q429 643 1,286 1,929

サービス提供体

“

強化加算 1回あたり 68 14 21

緊急時肪間看饉加算 1月あたリ 574 6,543 655 1,309 1,964

特用管理加算 1 ロロカテーテル、気●カニューレ等 500 5,700 570 1,14Ю 1,710

特別管理加算 1 在宅酸素籠法等 250 2,850 285 570 855

初回加算 3CЮ 3,420 342 684 1,026

退院時共同指導加算 αЮ 6,840 684 1,368 2,052

長時間肪間看饉加算 300 3,420 342 684 1,026

被数

■、_

名肪間看霞加算 l

複敗名訪間看護加算■

看霞師2名
30分 未満 254 2,895 290 580 869

30分 以上 402 ■582 459 917 1,375

看饉師+■霞補助
=

30分 来粛 201 2,291 230 459 688

30分 以上 317 3,613 362 723 1,085

ターミナルケア加算 2,OЮ0 22,8(Ю 2,280 4,560 Q840

■饉・介饉職員連携

"化
加算 250 2,850 285 570 855

早朝・夜間加算 6時～8時 ・18時～22時 基本単位 +25%

深夜 22時～翌6時 基本単位 +50%

緊急時訪問加算利用の方で月2回 日以降の訪問から
早朝・深夜加算 基本単位 +25%

深夜 基本単位■5096

30分毎 4,000円

訪間当日のキヤンセルは利用料の半額をいただきます`緊●ス院等の場合はいただきません,

通常業務実施地域以外の訪間には実費 (タクシー代等含む)を請求させて頂きます

15,000m

訪間看護ステーショLしもきたぎわ訪間看詐 テー〕ョ●しt、きたざわ ‐千ラン1卜 ′`幡山



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏
″

`
寄 附 金 額 受 領 年 月 日

 1,051,000円

円

円

円

円

R6年 9月 13日 、
12月 13日 、 R7
年 3月 7日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について
記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分 支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 令和 6年 4月 1日 ～

令和 7年 3月 31日
50,000

給与 令和 6年 4月 1日 ～

令和 7● 3月 31日
5,000

給与 令和 6年 4月 1日 ～

令和 7年 3月 31日
10,260,215

給与 令和 6年 4月 1日 ～

令和 7年 3月 31日
470,000

給与 令和 6年 4月 1日 ～

令和 7年 3月 310
2,004,000

給与 令m6年 4月 1日 ～
令和 7年 3月 31日

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額
集 計 期 間 令和 6年 4月 1日 令和 7年 3月  31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

28人 64,827,392円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

該当事項なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

実  施  日 使 途 金   額

該当事項

なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



:去人名 特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーッ協会 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び
帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②■①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

(C洋①

① ② ③ ④ ⑤

④ R6年 4月 1日～R7年 3月 31日 10人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

に 1)

C主 2)

各欄の人幽爾よ 第 3表付表 1「役員の状況」から転記してくださしヽ

③及び〕こついては 小数点以下第 2位を切り捨てた数値を記載してくださし、

(伊033.333… %―→ 33.3%

口

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

∝意■0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)iよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書罰 の提出時においても記載及び添
付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申睛に当たっては、法第55条第:項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を雀■目すること力
'で
きます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_璽聖塁璧型咀旦奎£丞里璽L_壁」璽□1里日聖菫≦重麹菫2L三鯉菫■堕壼艶塑上』墨壁上し■≦菫菫LL_

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び根簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 日 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、根簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無

第3表 (測D

C主意事瑶D

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬規経等提世燿‖鋤 に配載した事項について、改

めて配職する必要はありません。

「認定基準等チェック莉 悌 3詢 言磁層頷

〇 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ヤよ「定款 (又は会貝I)第O条に正会員の表決権 (又 lま識

構)は平等に一票を与えると規i]のように記載します。
ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「0」 から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「③」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の「はい」

に「()」 した場計合に|ま監査証明書を添

付してください。

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はい」に「o」

した場合には、第 3表付表2「根簿組

織の状況」を記載し添付してください。

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

記載要領の補足



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

ホームケアエクパーッ協会
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

① ⑮ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

酒井 忠昭

泉 信也

理事長

理事

就任

H19.4.2

就任

H19.4.2

無藤 清子

石井 三智子

藪本 義之

松沼 瑠美子

澤田 昌博

理事

理事

理事

副理事長

監事

′
｀
、

ヽ ´

´
｀
、

、`ノ

就任

H2)4.26

就任

Ⅱ23.6.15

就任

H26.6.7

就任

H26.6.7

就任

H26.6.7

青山 敬之助

丸山 ひろ子

笠 優子

 
理事

理事

理事

○

○

就任

H27.5.30

就任

R5.6.10

就任

R5.6.10

○

○



法 人 名 特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

仕訳日記帳

会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

補助元帳
会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

振替伝票 単票 随時 7年

入金伝票

出金伝票

単票

単票

随時 7年

現金出納帳 手書きルーズリーフ 随時 7年

給与台帳 給与計算ソフト弥生給与

使用

ルーズリーフ

随時 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(言J成要論D
「伝票又は幌奪名」欄は、例えば F匙金出駒瞑1、 「総勘こ鵬励、「経費帳」などのように記載します。

「左の幌奪等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、リレーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。
「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Ю

がないときは、添付を省略することができます。

第3表付表2

に講 した内容に変更



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初動

法人名 特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーツ協会 た

"欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又国廃台活動等を行っていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別のオl鵬さを与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人
と当法人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の手:崎iを与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める書陰が80%以上で
あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有。① 有 。無 有 鉦 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・① 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有。① 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

ロ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有・Q 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

C主意事項D
。 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載
及び添付する必要があります。その場合、|■碇基準等チェック表 第4表 (次栗9(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま
せん。

・ 認定の有効期間の更新の申睛に当たってlよ 法第55条第 i項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい
て、添付を省略することができます。

○



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。
・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 ホームケアエクスバーツ協会 チリタ欄

5 次に掲げる書類について開覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記戦の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する日則 (社内規則)等がある場合には、その日則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

′ヽ ヽ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

○

E彊]

ロ



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 樹 1耀罫1括働湛ムホームケアエク〃トツ協会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

C主意事
'ID・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8鋤
は 記職する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法
第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書懸DI■己職した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営禾1括動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利
益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック鶴1

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は 法第55条第i項に基づく書類 (役員報冊癖要限出●Dの 提出時1コ蘭 及
び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 鉦
ヽ
有 鉦

ヽ
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成 年  月 日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会 チエラク欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利,舌動

`槻
は当1酸特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
回 繁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 Cl)若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∝2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2

{ 「 4

り )。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営千1麟 人が特例認定
を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特

定非営禾1脂動法人又は当該特例認定特定非営千1括動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有・〇

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 2()4条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・〇

暴力団の構成員等の有無 有。①

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

ヽ
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 lまい・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
いいえは い ・

和
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」重 L奎1`墾登二五」國 L]ヨ量』ヨ金ュL二重」」空量LL量1幽L堕奎

_壁24■_菫壺ヒ』□園国室自」留L]L腱墾」1型コ壁菫奎|二重望±壁壁L≧」園L』堕菫」整菫堕□国塑墜壺LL=Z二と___
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

次のいずれかに該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い ・ 回図

○




